
岡谷市営住宅の地域対応活用計画に係る目的外使用に関する取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市営住宅に対する多様な需要に対応し、居住の安定を確保するため、

実情に応じた市営住宅の活用を実施することを目的として、地域対応活用における地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定による行政財産の目的外

使用（以下「目的外使用」という。）に関する取扱いについて、岡谷市営住宅条例（平成

９年岡谷市条例第３２号。以下「条例」という。）及び岡谷市営住宅条例施行規則（平成

９年岡谷市規則第３５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 外国人技能実習生等 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年法律第３１９号。以下

「法」という。）別表第１の２の表の特定技能又は技能実習の在留資格を有する者をい

う。 

(2) 介護事業者 法別表第１の２の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等

を定める省令（平成３１年法務省令第６号）第１号の介護分野の事業者及び外国人の技

能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）第

２条第６項の実習実施者（介護分野に限る。）をいう。 

（対象住宅） 

第３条 目的外使用の対象となる市営住宅は、公営住宅地域対応活用計画（平成２１年２月

２７日国住備第１１７号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。）につ

いて国土交通省関東地方整備局長の承認を受けた市営住宅（以下「対象住宅」という。）

とする。 

（対象者） 

第４条 目的外使用を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次のいずれにも該

当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める者は、この限りでない。 

(1) 市内に事業所を有し、外国人技能実習生等の受入れを行う介護事業者 

(2) 対象住宅の各住戸に２名以上の外国人技能実習生等を入居させることができる介護 

事業者 



(3) 市税に滞納がない介護事業者 

（使用許可申請） 

第５条 申請者は、岡谷市営住宅目的外使用許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 市営住宅使用誓約書 

(2) 入居者の法第１９条の３に規定する在留カードの写し（両面） 

(3) 介護事業者の履歴事項全部証明書 

(4) 介護事業者の市税納税証明書  

（使用許可決定等）  

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査

し、岡谷市営住宅目的外使用許可決定（却下）通知書（様式第２号）により申請者に通知

するものとする。 

（使用期間） 

第７条 目的外使用の期間は、１年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該

期間を更新できるものとする。 

２ 前条の規定により目的外使用の許可を受けた者（以下「許可決定者」という。）が、前

項ただし書の規定による期間の更新を受けようとするときは、許可決定者は、使用期間が

満了する日の３０日前までに岡谷市営住宅目的外使用期間更新申請書（様式第３号）によ

り市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、岡谷市営住宅目的

外使用期間更新許可決定（却下）通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（使用料及び敷金） 

第８条 対象住宅の使用料及び敷金は、次のとおりとする。 

(1) 対象住宅の毎月の使用料は、条例第１０条第３項の規定を準用する。 

(2) 対象住宅の敷金は、条例第１３条の規定を準用する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


